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第２期北海道妹背牛町基本計画 

 

１ 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

（１）促進区域 

設定する区域は、令和５年４月１日現在における北海道雨竜郡妹背牛町の行政区域とす

る。面積は、約４，８５５haである。 

ただし、国内希少野生動植物種の生息（繁殖・越冬・渡り環境）・生育域等を含むもので

あるため、「８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項」において

環境保全のために配慮を行う事項を記載する。 

なお、自然環境保全法に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域、絶滅のお

それのある野生動植物の種の保存に関する法律に規定する生息地等保護区、自然公園法に規

定する国立・国定公園区域、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定す

る鳥獣保護区、自然環境保全法に規定する都道府県自然環境保全地域、自然公園法に規定す

る都道府県立自然公園、環境省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植物群落、生物多様

性の観点から重要度の高い湿地、自然再生推進法に基づく自然再生事業の実施地域、シギ・

チドリ類渡来湿地は、促進区域には存在しない。 

（地図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           （出典：北海道ホームページ） 

 

（２）地域の特色（地理的条件、インフラの整備状況、産業構造、人口分布の状況等） 

（地理的条件） 

妹背牛町は、北海道の中央西部に位置し、東は深川市、南は石狩川を境に滝川市、西は雨

竜川を経て雨竜町、北竜町と接し、北は秩父別町の２市３町と隣接しており道内の自治体で

は３番目に狭小な面積で、その７０％以上が農用地となっている。 

地勢は、区域内に山林もなく平坦で、南には石狩川、西に雨竜川、北に大鳳川が流れ、耕

地は概ね肥沃な沖積土壌で農耕適地となっているため、水稲栽培が盛んで道内でも有数の穀

倉地帯である。 

気候は裏日本型の内陸性気候を示し、気候も夏は３０℃以上、冬は氷点下２０℃以下にな
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ることもあり、年間平均気温は７℃程で、平年の初雪は１１月上旬頃、融雪は４月と約半年

間は雪の中の生活となる。 

（インフラの整備状況） 

妹背牛町には、北海道道（以下「道道」という。）５路線２４．１kmが市街地を中心に放

射線状に延び、これら道道から至近距離にある一般国道（以下「国道」という。）３路線、

道央自動車道並びに深川・留萌自動車道に連絡していることから、通過車輌は増加傾向にあ

り交通安全対策が問題となっている。このため、道道の拡幅など生活主要道路及び広域幹線

道路の整備によるアクセス道路の機能充実や交通弱者に配備した道路整備が重要になって

いる。 

町道については、令和５年４月１日現在、１０５路線１４０．９㎞であり、改良率８２．

５％、舗装率（防塵を含む）７３．４％の整備状況になっている。これら町道は、農業生産

道路及び日常生活道路として利用されているが、積雪寒冷地の気象条件や泥炭土壌地による

路面の凹凸、舗装の亀裂などにより全面改良などの二次改築を必要とする路線が多くなって

きている。また、町道にかかる橋梁の長寿命化計画に基づき橋梁の適切な補修を行うことに

より、安全安心な道路網を確保する。 

 北海道旅客鉄道（以下「ＪＲ」という。）妹背牛駅は、昭和５９年に無人駅となったが、

北海道の中心路線である「函館本線」に位置し、札幌までは函館本線を利用して約９９．４

km（約１時間１４分：一部特急列車利用）、新千歳空港までは約１４６km（約２時間１５分：

一部特急列車利用）、網走までは石北本線を利用して約２７５．１km（約４時間５０分：一

部急行列車利用）、となっている。 

  また、平成１０年に開通となった深川西ＩＣは町内中心部よりわずか３km の位置にあり、

道央自動車道と直結しているため、道内主要都市との自家用車を利用した移動の所要時間が

大幅に短縮され、札幌市中心部までは距離約１０９．６km（所要時間約１時間２７分）、旭

川空港までは、距離約５５．８km（所要時間約１時間１０分）、新千歳空港までは距離約１

２１．４km（所要時間約１時間５０分）である。 

 以上の交通インフラの整備により北海道内のほぼ中心に位置する本町は、道内外へのアク

セス環境が非常に良い地域である。 
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ＪＲ利用の場合 

●札幌→妹背牛・・・・・・1時間 14 分 

●新千歳空港→妹背牛・・・2時間 15 分 

●網走→妹背牛・・・・・・4時間 50 分 

マイカー利用の場合  ※高速道路利用 

●旭川空港～55.8km・約 1 時間 10分 

●札幌中心部～109.6km・約 1時間 27 分 

●新千歳空港～121.4km・約 1時間 50 分 

●稚内～221.6k・約 3時間 48 分 

●函館～407.8km・約 5時間 4分 

●釧路～296.6km・約 4時間 39 分 
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（産業構造） 

本町の産業別就業者数は第１次産業が３４．８％、第２次産業が１８．８％、第３次産業

が４６．４％で構成（令和２年国勢調査）されている。全ての産業での就業者数が年々減少

している状況にあって、特に離農に伴う第１次産業の減少比率が高くなっている。また、過

疎化、高齢化が一段と深刻化するなど地域活力が低下していることから、地域経済を支える

産業の振興が重要になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：令和２年国勢調査就業状態等基本集計（総務省統計局）） 
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そのような中、本町は第１次産業の農業が基幹産業であり、令和３年の農業産出額（推計）

は約３０億５千万円（令和３年市町村別農業産出額(推計)）となっている。専業農家を主体

に１８８の経営体が、恵まれた諸条件を生かし、町の全体面積の７０％を越える３，４３０

ha の広大な農地で、水稲を基幹としており、「米」は農業産出額（推計）の７６．７％を占

め、「ゆめぴりか」「ななつぼし」を主力に生産している道内有数の穀倉地域である。 

第２次産業では、袋製品、鋳物などの製造業や土木・建設業を主体としており、特に銑鉄

鋳物製造業が２社あることは、人口規模からは稀有であり、他の製造業も含めた製造品出荷

額（地域経済分析システム２０２０データ）は４８億２６百万円と、町全体の生産額を支え

ている。 

小売・サービス業を主体とする第３次産業は最も就業者数が多く、地方創生の一環として

人口減少対策を講じる上で重要な産業といえる。 

 

（人口分布の状況等） 

妹背牛町の国勢調査による総人口は、昭和３０年の９，４２１人から減少傾向が続いてお

り、令和２年の国勢調査では、２，６９３人となり令和５年４月１日現在の住民基本台帳人

口では２，６７４人まで減少している。世帯数は、昭和４５年までは概ね増加傾向だったが

昭和５５年から減少傾向で、令和２年の国勢調査では１，２０１世帯となっている。世帯あ

たり人員は、昭和３０年の５．７８人から令和２年には２．２４人まで減少しており核家族

化が進行している。 

こうした状況の中、令和２年に「第２期妹背牛町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策

定し、令和７年度までの雇用の創出、移住・定住の促進、結婚・出産・子育て支援等の基本

目標ごとのＫＰＩを設定し、安心して住み続けられるまちづくりを目指す施策を重点的に行

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：令和２年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計（総務省統計局）） 
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出典：令和２年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計（総務省統計局）） 

 

２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 

（１） 目指すべき地域の将来像の概略 

妹背牛町は、令和２年度から１０年計画としてスタートしている「第９次妹背牛町総合振

興計画」（以下「総合振興計画」）において「小さなまちから 広がるつながり 暮らしやす

いまち もせうし」をキャッチフレーズに本目標の達成に向けて、基本施策体系の１つに「地

域産業を未来へつなぐまちづくり」を掲げ、農業・商工業・観光の産業が機能的に結びつき、

各分野の経済的効果が効果的に波及・循環されていく仕組みづくりを行い、その豊かさが実

感できるまちを目指すとしている。 

 また、令和２年策定の地方版総合戦略「第２期妹背牛町まち・ひと・しごと創生総合戦略」

では基本目標に「妹背牛町における安定した雇用を創出する」を掲げ、「本町の基幹産業であ

る農業の振興や、地域の優位性でもある豊かな自然と観光資源を活かした産業振興を図り、

若い世代にとって「魅力」や「やりがい」のある仕事を創出し、安定した雇用を確保する。」

ことを目標に、総合振興計画を基本に産業振興の施策を展開しているところである。 

全産業の従業者数（令和２年国勢調査）１，３３２人のうち３４．６％（４６２人）を占

める基幹産業である農業は水稲を中心に生産されており、年々増加する１経営体当たりの水

稲耕作面積は、１４．５１haを有し、４０ha 以上の経営者も少なくない。そのため、本町独

自に農業先端技術導入事業に取り組み、ほ場の均平作業を容易にし、ほ場内の標高データを

位置情報として管理できる RTK-GPS レベラーシステムの導入による農業の効率化・省力化を

進めており、今後はより魅力的な産業へと発展させ、優れた地域特産品を研究開発し、道内

外へ発信できるブランド化を目指す。 

また、本町の製造業においては、銑鉄鋳物製造業に強みを有する。銑鉄鋳物製造業は全国

的にも経営体数が減少し、北海道内においてはわずか１３社（令和４年経済構造実態調査）

となっているが、うち、２社が本町で営業を行っている。両社とも、大手自動車メーカー部
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品をはじめ、産業車両・機械用部品、IT・IoT・AI関連機械部品の製造を行っている。また、

雇用拡大の為に外国人技能実習生等の積極的な受け入れも行っており、今後、生産量の増加

が期待できる。そのため、これらものづくり関連企業への事業支援や環境整備を実施し、地

域に安定した収入のある雇用を創出することにより、域内経済の活性化を目指す。 

 

（２）経済的効果の目標 

 

【経済的効果の目標】 

 現状 計画終了後 増加率 

付加価値額 － １３０百万円 皆増 

 

（算定根拠） 

・北海道内の１事業所当たりの平均付加価値額が４６．１百万円（令和３年経済センサス-活

動調査）であることから、この平均額を上回る１事業所当たり４７百万円（百万円未満切

上）の付加価値額を設定。基幹産業である農業と、成長が期待できる製造業の分野から各

１件ずつ、合計２件の地域経済牽引事業を創出することを目標とする。これらの地域経済

牽引事業が１．３９倍の波及効果を与え、促進区域で１３０百万円の付加価値額を創出す

ることを目指す。 

※「北海道妹背牛町基本計画」における現状の値は、地域経済牽引事業計画の承認実績がな

いため、記載しない。 

・１３０百万円は、促進区域の全産業付加価値額（３８．７億円）の約３．９％と地域経済

に対するインパクトが大きい。 

・また、ＫＰＩとして、地域経済牽引事業の平均付加価値額、地域経済牽引事業の新規事業

件数、地域経済牽引事業の新規雇用者数を設定する。 

 

【任意記載のＫＰＩ】 

 現状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業の

平均付加価値額 

－ ４７百万円 皆増 

地域経済牽引事業の

新規事業件数 

－ ２件 皆増 

地域経済牽引事業の 

新規雇用者数 

－ ２人 皆増 
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３ 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 

本計画において、地域経済牽引事業とは以下の要件を全て満たす事業をいう。 

（１）地域の特性の活用 

「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点か

らみた地域の特性に関する事項」において記載する地域の特性及びその活用戦略に沿った

事業であること。 

 

（２）高い付加価値の創出 

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が４

６．１百万円（北海道の１事業所あたり平均付加価値額（令和３年経済センサス-活動調査）

を上回ること。 

 

（３）地域の事業者に対する相当の経済的効果 

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域内

において、以下のいずれかの効果が見込まれること。 

① 促進区域に所在する事業者の売上が開始年度より増加すること。 

② 促進区域に所在する事業者の雇用者数が開始年度より増加すること。 

 

なお、（２）については、地域経済牽引事業計画の計画期間が５年の場合を想定しており、

それよりも計画期間が短い場合は、計画期間で按分した値とする。 

 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域（重点

促進区域）を定める場合にあっては、その区域 

本計画においては、重点促進区域を定めない。 
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５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた

地域の特性に関する事項 

（１）地域の特性及びその活用戦略 

 ①妹背牛町のお米等の特産物を活用した農林水産分野 

 ②妹背牛町の銑鉄鋳物製造業等の集積を活用したものづくり関連分野 

  

（２）選定の理由 

①妹背牛町のお米等の特産物を活用した農林水産分野 

妹背牛町は農業が基幹産業であり、令和３年の農業産出額（推計）は約３０億５千万円と

なっている。専業農家を主体に１８８の経営体が、恵まれた諸条件を生かし、町の全体面積

の７０％を越える３，４３０haの広大な農地で、水稲を基幹としており、「米」は作付面積

２，２６４ha、収穫量は１１，２００t、農業産出額（推計）は全体の７６．７％を占め、

「ゆめぴりか」「ななつぼし」を主力に生産している道内有数の穀倉地域である。 

 

＜妹背牛町の農業産出額の割合＞ 

 
（出典：令和３年市町村別農業産出額（推計）） 

また、本町では、農業基盤整備が進んでおり、１戸当たりの水稲作付面積が約１４．５１

haと大規模経営であり、北海道でも有数の大規模稲作農業地帯となっている。 

 

経営体一戸当たりの水稲作付面積              単位：経営体、ｈａ 

（出典：令和２年農林業センサス） 

 経営体戸数 水稲作付面積 1 戸当たり面積 

妹背牛町 １５６ ２，２６４ １４．５１ 

北海道 １０，８４４ １０３，２４４ ９．５２ 

全国 ７１３，７９２ １，２８５，６５４ １．８０ 

米 76.7%

234 千万

麦 5.9%

18 千万

豆 1.6%

5 千万

野菜 2%

6 千万

花き 10.2%

31 千万 その他・畜産 3.6%

11 千万

農業産出額(推計)

米

麦

豆

野菜

花き

その他・畜産
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 妹背牛町の水稲農業の特徴は、ハーブを活用した化学合成農薬を削減する取組による付加

価値の高い安心安全な良食味米の生産への取組である。 

本町では、妹背牛産米のブランドの統一化を図るため、平成１５年「米穀乾燥調製貯蔵施

設」を建設し、JA 北いぶきが管理運営を行っている。本施設には、籾を乾燥する際に発生す

る過乾燥による胴割れ（お米が割れる）を防ぐ「大型低温風乾燥機」、タンパク値（低いほ

ど食味が良いとされ、「ゆめぴりか」の品質保持の基準にされている）を基準とした仕分貯

留により品質の均一性を向上できる「全自動自主検査装置」、更に、未成熟粒や小石などの

異物を高精度で除去することができる「色彩選別機」が設備されており、加えて、冬期間の

冷気を使用した「サイロ貯蔵」では、春から夏にかけての温度変化による品質劣化を防ぐこ

とができる。そのため、生産性の向上のみならず、一般生産米と農薬節減米を差別化すると

ともに、厳格な管理体制と生産技術により、均一で高い品質の製品生産につながっている。 

また、本町では大規模農場経営を推進するため、一般のほ場よりも地面の均平化が求めら

れる直播栽培※の普及を図っている。平成２５年度から、他の地域よりいち早く「ICT」を活

用し、ほ場の均平作業を容易にするため、ほ場内の標高データを位置情報として管理できる

「RTK-GPS 方式レベラー（ほ場の凹凸を均平する作業機）システム」を導入した。本レベラ

ーシステムの導入により、大規模化するほ場の凹凸マップを作成し、精度の高い均平作業を

より簡易かつ正確に行うことができる。均平化による効果は、効率的な農薬や化学肥料散布

にもつながり、その使用量を必要最小限に抑えることができるため、効率的な生産や、実質

的な経費の節減が可能となった。 

 

※ 「直播栽培」とは、ほ場（水田）に直接たねもみを播く栽培法で、苗つくりや移植の手間が省ける利

点がある。水田には水を張るので、地面に凹凸があると、水深にムラでき、特に直播栽培では、出芽・

苗立ちの障害となるため、地面を平らにしておく（均平化）必要がある。 

 

 あわせて、過疎対策事業債（過疎地域持続的発展特別事業分）を活用して、RTK-GPS レベ

ラーシステム等の農業先端技術普及のため「農業先端技術検証事業」を実施。先進的に本事

業に取り組む農業者を中心に組織した「妹背牛町 GNSS 研究会」に、検証実施作業及び当該

データ収集・分析業務を委託し、検証作業等の一般公開や技術資料等の配付及び研修会等を

開催。さらに、ほ場の整備だけではなく、代掻き（均平作業）や田植え等の正確で効率的な

作業を進めるため、自動で各種農業機械を操作することができる、「RTK-GPS 方式自動操舵

システム」の運用に必要なガイダンスシステム等の農業先端技術機器を広く町内に貸出し、

普及を図っている。この自動操舵システムをトラクター等農作業機械に装着すると、自動で

ほ場を真っすぐに走行できることから、作業の効率化・省力化やオペレーターの疲労軽減に

繋がる。 

これらの取組により、町内に広く農業先端技術が拡大し、省力化技術の普及が進んでいる。 
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妹背牛町内の令和２年度における町内の水稲作付面積２，２６４ha のうち、直播米作付

面積は２８５.５ha（水稲作付面積全体の約１２．６％）となっており、年々作付面積が増

加している。 

以上を踏まえ、本町の農業の強みを更に強化するための生産性向上の取組を支援すること

で、付加価値が高い農業生産品の事業を創出し、地域全体の稼ぐ力を向上させ、地域全体の

付加価値額の増加につなげる。 

 

②妹背牛町の銑鉄鋳物製造業等の集積を活用したものづくり関連分野 

 妹背牛町の製造業（食料品製造業を除く）は、以下の企業６社が集積している。製造品出

荷額等は５，４４２百万円（全産業の１９％）、付加価値額は２，４６９百万円（全産業の

３４．５％）となっており、本業種が本町における産業基盤を支える重要な役割を担ってい

る。（地域経済分析システム２０１６年データ） 

 

〇町内製造業者 
 

企業名 主要製品 

（株）北海道ソーイング 織物製事務用・作業用・衛生用・スポーツ用衣

服・学校服製造業 

佐藤鋳工（株） 銑鉄鋳物製造業（鋳物管・可鍛鋳鉄を除く） 

第一工機 農業用器具製造業（農業用機械を除く） 

森川鉄工（株） 銑鉄鋳物製造業（鋳物管・可鍛鋳鉄を除く） 

妹背牛運輸（有）フレコン工場 他に分類されないプラスチック製加工業 

ホクレン包材（株）妹背牛工場 その他パルプ・紙・紙加工品製造業 
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（出典：RESAS（産業構造マップ＞製造業＞製造品出荷額等＞製造品出荷額 2016 年） 

 

（出典：RESAS（産業構造マップ＞全産業＞全産業の構造＞付加価値額 2016 年） 
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その内、特に全国的に減少が続く銑鉄鋳物製造は北海道内においてはわずか１３社（令和

４年経済構造実態調査）となっており、うち、２社が本町で営業を行っている。会社数は少

ないが、道内でも最大手の銑鉄鋳物製造業者が立地しており、本町の銑鉄鋳物製造業の従業

者数の割合が、北海道の銑鉄鋳物製造業全体の４割を占めるなど、特に重要な産業となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           （出典：令和４年経済構造実態調査及び本町調べ） 

 

これらの２社では、大手自動車メーカーの鋳鉄部品（デフケース、マニホールド等）をは

じめ、産業機械用部品やマンホール蓋、IT・IoT・AI 関連機械部品の製造も行っており、今

後生産量の増加が期待できる。また、外国人技能実習生等の受け入れや雇用拡大を図ってい

るほか、技術者が減少する本業界にあっては、鋳物の設計技術者も減少傾向にあるため、町

内技術者の活躍の場を広げるため当該設計委託業務などを受ける新たなサービス部門の取

組も検討しており、今後も成長が見込まれる。 

 本町では、これらの産業の新規立地や規模拡大の際に、条例において一定要件を満たした

場合に固定資産税の課税を免除する措置を講じてきた。また、中小企業の経営基盤の安定化

を図るため、中小企業公的資金融資制度保証料補給により、中小企業が借り入れる公的資金

融資に係る保証料の一部助成を行い、設備投資ニーズのある企業に対して支援を行うなど新

規立地や規模拡大の支援を行っていく。令和２年度からは、増え続ける外国人技能実習生等

の日本語の勉強や通院時の通訳、掲示物などの翻訳なども町としてサポートし、採用後の障

害を少しでも解消できる取り組みを実施している。 

以上を踏まえ、本町の銑鉄鋳物製品製造業等の集積を生かし、企業の設備投資による高度

化、新技術の開発等への支援により、付加価値が高い事業を創出し、地域事業者の稼ぐ力を

向上させ、地域全体の付加価値額の増加につなげる。 

 

 

 

57%

173人

43%

130人

銑鉄鋳物製造業従業者数

北海道道内他市町村 妹背牛町
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６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他の地域

経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

（１） 総論 

  「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点

からみた地域の特性に関する事項」に記載のような本町の様々な特性を生かした地域経済

牽引事業を支援していくためには、地域の事業者のニーズをしっかりと把握し、適切な事

業環境の整備を行っていく必要がある。 

  事業者ニーズを踏まえた各種事業環境整備に当たっては、国の支援策の活用も検討する

等、事業コストの低減や妹背牛町独自の強みを積極的に活用する。 

 

（２）制度の整備に関する事項 

 ①固定資産税、不動産取得税の減免措置 

妹背牛町では、活発な設備投資が実施されるよう、固定資産税の課税免除に関する条例

を制定し、地域経済牽引事業に係る施設を設置した場合支援を行う。 

また、北海道においては、不動産取得税等の課税免除措置に関する条例を制定しており、

地域経済牽引事業の用に供する施設を設置した場合の不動産取得税及び道固定資産税に

ついて、課税免除を行っている。 

  

②妹背牛町企業開発促進条例 

妹背牛町における企業開発を促進するため、生産設備、観光設備を新設又は増設するも

のに対し、固定資産税の免除や町有固定資産の貸与などの支援を講じる。 

 

③中小企業公的資金融資制度保証料補給 

中小企業の経営基盤の安定化を図るため、中小企業が借り入れる公的資金融資に係る保

証料の一部助成を行い、新規立地や規模拡大の支援を行う。 

 

④北海道産業振興条例に基づく助成措置 

  地域未来投資促進法の促進区域を北海道産業振興条例に基づく企業立地を促進するた

めの助成の対象地域とし、工場、事業場等の施設の新設または増設に対し助成を行う。 

 

（３）情報処理の促進のための環境の整備（公共データの民間公開に関する事項等） 

①町内企業動向データの公開 

妹背牛町のホームページで、町内企業への助成・優遇制度の情報を公開。 

 

（４）事業者からの事業環境整備の提案への対応 

 ①相談体制の整備 

北海道経済部産業振興局産業振興課内、妹背牛町企画振興課内に設置されている相談窓

口で、事業者の抱える課題解決のための相談対応等を行う。また、事業環境整備の相談を

受けた場合の対応については、北海道や庁内関係課と連携して対応を行うこととする。 

   

 



14 
 

（５）その他の事業環境整備に関する事項 

①妹背牛定住促進支援事業 

  本町の定住人口の確保を図り、地域の活性化に資するため、移住定住支援及び子育て世

代への支援の見直しを行い、町内企業の人材の確保を図る。 

 

 ②妹背牛町定住促進賃貸住宅建設事業補助金 

  雇用者の定住及び、移住定住促進を図るための住宅整備を促進する。 

 

 ③賃上げ促進支援 

  北海道及び北海道経済産業局が主催する官民会議「北海道パートナーシップ構築宣言普

及促進会議」の構成機関が連携し、同宣言の普及・促進に取り組み、適正な価格転嫁によ

る中小企業の賃上げを推進する。 

 

④外国人技能実習生等のサポート体制の整備 

  外国人技能実習生等の日本語の勉強や通院時の通訳、掲示物などの翻訳などを町として

サポートし、採用後の障害を少しでも解消できる取り組みを実施。 

 

（６）実施スケジュール 

取組事項 令和６年度 令和７年度 

～令和９年度 

令和１０年度 

（最終年度） 

【制度の整備】 

① 固定資産税、不動

産取得税の減免

措置 

運用 運用 運用 

②妹背牛町企業開発

促進条例 

運用 運用 運用 

③中小企業公的資金

融資制度保証料補給 

運用 運用 運用 

④北海道産業振興条

例に基づく助成措置 

運用 運用 運用 

【情報処理の促進のための環境整備（公共データの民間公開等）】 

①町内企業動向デー

タの公開 

運用 運用 運用 

【事業者からの事業環境整備の提案への対応】 

①相談体制の整備 運用 運用 運用 

【その他】 

①妹背牛定住促進支

援事業 

助成条件・金額等、

一部事業内容改訂 

運用 運用 
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②妹背牛町定住促進

賃貸住宅建設事業補

助金 

運用 運用 運用 

③賃上げ促進支援 随時実施 随時実施 随時実施 

④外国人技能実習生

等のサポート体制の

整備 

運用 運用 運用 

 

 

７ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項 

（１） 支援の事業の方向性 

 地域一体となった地域経済牽引事業の促進にあたっては、妹背牛商工会・北空知信用金

庫など地域に存在する支援機関がそれぞれ連携して、支援の効果を最大限発揮する必要が

ある。 

 

（２）地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法 

 ①妹背牛商工会 

  行政との連携による地域経済の活性化に関する事業に参画し、町内の消費活性化に寄

与している。経営相談や融資斡旋、講習会開催など町内企業の経営面の支援を実施。 

 

 ②北空知信用金庫 

 昭和２５年に北空知信用組合として設立され、昭和２６年に信用金庫法に基づく信用

金庫に改組。本町の所在する空知管内の北空知地域に所在する地域に密着した金融機関

であり、地域企業に対する町独自の融資制度など、町と連携した取組も進めており、金融

面を中心とした町内企業のサポートを行う。 

 

８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項 

（１） 環境の保全 

新規開発を行う場合は周辺土地利用に鑑み、可能な限り自然環境に影響を与えないよう

に配慮し、環境関係法令の遵守や環境保全・環境負荷の低減に向けた十分な配慮を行い、

地域経済牽引事業の活動においては環境保全に配慮し、地域社会との調和を図っていくも

のとする。 

特に、大規模な地域経済牽引事業を行うこととなった場合には、当該事業の活動等が住

民の理解を得られるよう、必要に応じて、企業、行政が連携して住民説明会等を実施する

など、周辺住民の理解を求めていく。 

また、廃棄物の軽減・リサイクルの積極的な推進や自然エネルギーの利活用等の温暖化

対策について、必要な情報を提供するとともに、廃棄物の不法投棄を許さない環境づくり

のための広報啓発活動を推進し、地域における環境等に対する規範意識の向上を目指す。 

なお、国内希少野生動植物種の生息（繁殖・越冬・渡り環境）・生育域等の環境保全上重

要な地域において地域経済牽引事業計画を承認する際は、環境省地方環境事務所（または

北海道自然環境保全部局）と調整を図り、専門家の指導助言を踏まえて、それらの保全が
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図られるよう十分配慮する。 

 

（２） 安全な住民生活の保全 

地域の安全と平隠の確保は、環境保全と同様、地域の発展にとって欠かすことのできな

い要素である。犯罪及び事故のない安全で安心して暮らせる地域社会をつくるため、犯罪・

事故の発生防止に向けた啓発などにより住民一人一人の防犯意識を高めるとともに、警

察、学校、住民、企業の積極的な連携のもと、より一層、地域ぐるみの体制強化を図って

いく。 

また、交通事故を防止するため、歩道やガードレールを設置するなどにより、歩道と車

道を分離するなど交通安全施設の整備に努めるとともに、企業の事務所付近、特に頻繁に

車両が出入りする個所や交差点等にミラーの設置や警備員の配置を求めていく。 

 

（３）その他 

 PDCA 体制については、妹背牛町企画振興課を中心に関係課長による会議を開催し、本計

画と承認地域経済牽引事業計画に関する効果の検証と当該事業の見直しについて、毎年度

６月に検討・整理する。また、当会議においては必要に応じ妹背牛商工会、金融機関や支援

機関等に対し、助言を求める。 

 

９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本

的な事項 

本計画では、土地利用の調整を行わない。 

 

１０ 計画期間 

本計画の計画期間は、計画同意の日から令和１０年度末日までとする。 

「北海道妹背牛町基本計画」に基づき法第１１条第３項の規定による同意（法第１２条

第１項の規定による変更の同意を含む。）を受けた土地利用調整計画に関する変更の同意

及び法第１３条第４項の規定による承認（法第１４条第３項の規定による変更の承認を含

む。）を受けた承認地域経済牽引事業計画に関する変更の承認及び承認の取消しについて、

当該同意基本計画の失効後も、なお従前の例による。 

 

（備考） 

用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

 

 


